
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

 

 

      

  

 

 

 

 

道路交通法の一部改正（平成１８年６月１日施行）により、 
違法駐車の取締りが強化されます！ 

  ◎ 車の使用者に対しての責任が強化されます 

     放置駐車違反を行なった運転者が反則金を納付しない場合、使用者に対して、｢放置違反金｣ 

    （反則金と同額）の納付が命じられます。また、放置違反金を納付しないと車検が受けられな 

くなります。 

     さらに、放置違反金納付命令を繰り返し受けた常習違反者には、車両の使用が制限されます。 

     

    放置駐車とは･･･ドライバーが車両を離れてすぐに運転することができない状態にある違法駐車のことを 

いいます。 

  ◎ 民間の駐車監視員が放置駐車違反の確認を行ないます 

     資格を有する民間の駐車監視員が巡回し、放置車両を厳しくチェックしていきます。放置車 

両を確認した場合は、デジタルカメラ等による撮影と駐車違反のステッカー（確認標章）を取 

り付けるとともに、その情報が警察署に登録されます。 

 

  ◎ 短時間の放置駐車も取り締まります 

     放置駐車違反の車両については、駐車時間の長短にかかわらず 

取り締まりの対象となります。 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

札幌市の交通安全 http://www.city.sapporo.jp/kotsuanzen/ 
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札幌市 中央 北 東 白石 厚別 豊平 清田 南 西 手稲

死　者 13 2 1 4 1 2 0 0 2 1 0

前年比 4 4 -2 1 -1 1 1

札 幌 市 の 交 通 事 故 に よ る 死 者 数 と 前 年 比 　　　　　平 成  １ ８ 年  ６　月  １   日  現在

 ※ 全 道 の 死 者 数　8 9  人　　  増 減 数  - 1 4 人　

違法駐車は、交通事故を引き起こすだけでなく、渋滞をまねいたり緊急車両の

活動の妨げなるなど、市民生活を脅かす存在です。 

安全で、快適な交通社会を実現するため、違法駐車は絶対にやめましょう。 



 
 

 

 

 

    ◎ 子どもたちを交通事故から守りましょう。 

      ◎ シートベルト・チャイルドシートを正しく着用しましょう。 

 

 

 

 

    ★ 各地域において、主要幹線道路を中心に街頭啓発を行います。 

    ★ 市内大型店舗の協力により、店舗内で交通安全の呼びかけが 

     行なわれます。 

 

    いろいろな交通事故防止の取組みが皆さんの身近なところで行なわれますので、 

   この機会にぜひ交通安全について考えてみませんか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ５月１９日（金）、｢第４８回さっぽろライラックまつり｣の開催に合わせ、札幌市交通 

安全母の会の皆さんが、ライラックまつりオープニングセレモニー会場（大通西４丁目） 

において、交通安全の願いを込めて夜光反射材等を配布し、交通安全を呼びかけました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                ～ 無灯火 ～ 

 

 

                      夜は当然、昼でも暗い場所（トンネルなど）を通行する 

   ときは灯火をつけなければなりません。 

                      無灯火では、歩行者や車の運転者などから見落とされや 

すく、事故につながりかねません。 

                      必ずライトを点灯しましょう。 

 

 

  


